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時 解事 説

《は じ め に》

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」と
いう。）は，監査や会計の専門家はもとより，
市場関係者，学生や社会人など一般の方々に対
しても，監査事務所（公認会計士事務所または
監査法人）の状況等について分かりやすい形で
情報提供するとの観点から，年次で「モニタリ
ングレポート」を作成・公表している（令和６
年版は７月19日公表）。
「令和６年版モニタリングレポート」（以下「本
レポート」という。）は，「Ⅰ．監査業界の概観」，
「Ⅱ．審査会によるモニタリング」，「Ⅲ．監査
事務所の運営状況」および「Ⅳ．監査をめぐる
環境変化への対応」の４部から構成されている。
本稿では，紙幅の関係ですべてを紹介しきれな
いため，審査会ウェブサイトに掲載している本
レポート全文をお読みいただければ幸いである。

Ⅰ　監査業界の概観

公認会計士，監査事務所，被監査会社等の状
況など監査業界の全体像を俯瞰している。金融
商品取引法または会社法に基づく被監査会社に
おける監査事務所の規模別シェアについては，
大手監査法人のシェアが減少し，準大手監査法
人および中小規模監査事務所のシェアが増加し
ている（図表１）。
一方，上場国内会社（3,930社，令和５年度末）

の監査における監査事務所の規模別シェアでは，

上場国内会社の約６割，時価総額ベースで約９
割を大手監査法人が監査している傾向が続いて
いる。これは，時価総額の大きい会社ほど，事
業の規模が大きく複雑で国際的なものが多いこ
とから，その監査には多数の監査人員等が求め
られることとなり，大手監査法人以外では対応
が困難であるためと考えられる（図表２）。
令和３年11月に改訂された「監査に関する品
質管理基準」（以下「改訂基準」という。）では，
監査事務所自らが，
①　品質目標を設定し，
② 　品質目標の達成を阻害する品質リスクを識
別して評価し，
③ 　評価した品質リスクに対処するための方針
又は手続を定めて運用し，
④ 　不備があれば根本原因分析に基づき改善す
る
ことなどを求める，リスク・アプローチに基づ
く品質管理システムが導入されており，令和５
年７月１日以後開始する事業年度または会計期
間（公認会計士法上の大規模監査法人以外の監
査事務所においては令和６年７月１日以後開始
する事業年度または会計期間）に係る財務諸表
の監査から適用される。大手監査法人および一
部の準大手監査法人は，グローバルネットワー
クが設定した品質目標および品質リスクを踏ま
えつつ，改訂基準に基づいて評価項目を追加し
た品質管理システムを整備・運用している。ま
た，中小規模監査事務所は，令和５事務年度に
実施した報告徴収（77事務所のうち，53法人を
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の検証等が課題となっている。準大手監査法人
では，品質管理を担う人員が限られていること
や，最高経営責任者を含む経営層において，品
質管理の確保・向上に対する意識や品質管理部
門との連携の必要性についての認識に不十分な
点がみられる。中小規模監査事務所では，最高
経営責任者の品質管理に対する意識が十分でな
い状況，現行の監査の基準が求める品質管理や
監査手続の水準に対する理解が不足している状
況，品質管理レビュー等での指摘事項に対して，
同様の不備の発生を防止するために必要となる
根本原因分析が十分に行われていない状況など
がみられる。個別監査業務の検証を通じて把握
した不備の特徴は，監査事務所の規模にかかわ
らず，会計上の見積りの監査に係る不備が最も
多い。次いで，実証手続（分析的実証手続や詳
細テストといった，重要な虚偽表示リスクに対
し，取引種類，勘定残高および注記事項に関し
て実施する監査手続）の不備が多いほか，不正
リスクへの対応に係る不備も引き続きみられる。
検査では，把握した不備の原因についても，
監査事務所との対話を通じて分析・共有するこ
とで，監査事務所の自主的な業務の改善につな
がるような検証を行っている。

２　総合評価の記載
検査結果の通知は，監査事務所の責任者に対
して文書（検査結果通知書）を交付することに

対象に集計）によれば，改訂基準について，約
半数（45％）が体制・規程等の整備を進めてい
るとする一方，残りの約半数（55％）では，令
和５年６月末時点で具体的な体制整備に着手し
ていないとしている。

Ⅱ　審査会によるモニタリング

１　検査の実施状況
監査事務所の規模により，検査の実施頻度は

異なっている。
大手監査法人については，２年に一度検査

（通常検査）を実施しており，平成28事務年度
からは，通常検査の次事務年度に改善状況の検
証を目的とするフォローアップ検査を実施して
いる。準大手監査法人については，３年に一度
実施していた検査を，令和７事務年度からは２
年ごとに実施することとしている。中小規模監
査事務所については，日本公認会計士協会（以
下「協会」という。）の品質管理レビューでの
指摘状況等を踏まえ，必要に応じて検査を実施
している。
検査で把握した不備は，品質管理態勢の検証

を通じて把握した不備と個別監査業務の検証を
通じて把握した不備に分類される。品質管理態
勢の検証を通じて把握した不備の特徴は，監査
事務所の規模によって異なっており，大手監査
法人では，品質管理部門と事業部との十分な連
携，改善施策の監査現場への浸透状況や実効性

〔図表１ 〕金融商品取引法または会社法に基づ
く被監査会社における監査事務所の規
模別シェア（令和４年度）
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〔図表２ 〕会計監査人の規模別上場国内会社の
時価総額の推移
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（注）令和５年度は，PwCあらた有限責任監査法人（大
手監査法人）とPwC京都監査法人（準大手監査法人）
が合併（PwC Japan 有限責任監査法人に名称変更：
大手監査法人）したことにより，数値が変動している。
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監査事務所をめぐる環境が急速に変化する中，
環境変化を踏まえた効果的・効率的なモニタリ
ングの実施を通じて，監査事務所自らによる監
査の品質の確保・向上を継続的に促すとともに，
監査事務所における監査の品質管理を含む業務
の適正な運営の確保に努める。特に，モニタリ
ングの実施においては，①品質管理システムの
円滑な導入に向けた監査事務所における準備・
対応状況，導入後における整備・運用状況の確
認・検証や，②監査の品質の確保・向上が急務
と考えられる中小規模監査事務所に対する検査
を重視する。
基本方針を踏まえ，「令和６事務年度監査事
務所等モニタリング基本計画」（以下「基本計画」
という。）を策定し，本レポートと併せて公表
しており，その概要は以下のとおりである。

⑴　モニタリング基本計画（検査以外の基本計
画）
① 　協会の品質管理レビューの検証および協会
との連携
協会の品質管理レビューが登録上場会社等監
査人の適格性の確認手段としてさらに重要な役

より行われる。審査会は，監査事務所の業務管
理態勢，品質管理態勢および個別監査業務の状
況に応じて総合評価を付しており，監査事務所
に対し審査会の評価を的確に伝えるとともに，
被監査会社の監査役等が監査事務所の品質管理
の水準を適切に理解できるようにすることを目
的として，平成28事務年度に着手した検査から
総合評価を検査結果通知書に記載している。な
お，監査事務所は，総合評価を含む検査結果通
知書の内容等を被監査会社の監査役等へ伝達す
ることが求められている。
総合評価は，①「良好であると認められる（総

合評価：１）」，②「改善すべき点があるものの
おおむね良好であると認められる（総合評価：
２）」，③「改善すべき重要な点があり良好であ
るとは認められない（総合評価：３）」，④「良
好でないものと認められ，業務管理態勢を早急
に改善する必要がある（総合評価：４）」，⑤「著
しく不当なものと認められる（総合評価：５）」
の５段階に区分している。
直近５年間（令和元事務年度から令和５事務

年度までの間に着手し終了した通常検査）にお
ける総合評価の分布状況は，図表３のとおりで
ある。総合評価のうち最上位の区分である「総
合評価：１」に該当する監査事務所はなく，監
査事務所の業務運営状況に応じて「総合評価：
２」以下の区分に分布している。中小規模監査
事務所においては，大手・準大手監査法人と比
べて総合評価の低いところが多いが，これは，
品質管理態勢等を早急に確認する必要がある監
査事務所を主に選定しているためである。

３　審査会のモニタリングの視点および目的
審査会は，モニタリングにおける目的やその

達成に向けた考え方，各事務年度における重点
事項等を公表している。審査会第７期（令和４
年４月～令和７年３月）では，「監査事務所等
モニタリング基本方針」（令和４年５月20日公
表。以下「基本方針」という。）を策定しており，
その概要は以下のとおりである。

〔図表３ 〕直近５年間の検査における総合評価
の状況（単位：事務所数）

区分（総合評価） 大手
監査法人

準大手
監査法人

中小規模
監査事務所

良好であると認めら
れる（総合評価：１） － － －

改善すべき点がある
もののおおむね良好
であると認められる
（総合評価：２）

４ － －

改善すべき重要な点
があり良好であると
は認められない（総
合評価：３）

－ 2 3

良好でないものと認
められ，業務管理態
勢等を早急に改善す
る必要がある（総合
評価：４）

－ 3 6

著しく不当なものと
認められる（総合評
価：５）

－ － 7
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割を担っていくことに鑑み，協会との間で，品
質管理レビューの実施態勢の強化等に向けた深
度ある議論を行っていく。
②　報告徴収
大手監査法人および準大手監査法人に対して

は，定期的に業務管理態勢等に関する定量的・
定性的な情報を収集し，分析する。中小規模監
査事務所に対しては，協会の品質管理レビュー
結果等を踏まえ，監査事務所の規模や特性に応
じた情報を適宜徴収・分析し，自主的な監査の
品質の確保・向上を促すため，必要に応じて，
報告内容に関するヒアリングを併せて実施する。
報告徴収の実施にあたっては，業務管理態勢

の実効性，改訂基準等に準拠した品質管理シス
テムの整備・運用状況（大規模監査法人）また
は改訂基準への対応状況（大規模監査法人以外），
改正倫理規則の遵守状況，四半期報告書制度の
廃止に伴う実務上の取組・対応状況等を重点項
目とする。
③　監査事務所に関する情報等の収集・分析等
大手監査法人および準大手監査法人の最高経

営責任者を含む経営層との定期的な対話を通じ
て，最新の業務管理態勢等に関する情報収集を
行うほか，問題認識の共有を図る。中小規模監
査事務所との対話についても引き続き実施する。

⑵　検査基本計画
検査については，監査の品質の向上に向けた

監査事務所経営層のコミットメントや，業務管
理態勢・品質管理態勢の実効性のほか，不正リ
スクや収益認識，会計上の見積りに係る監査の
実施状況等をすべての監査事務所に対する共通
重点項目としたうえで，以下のとおり実施する。
①　大手監査法人
原則として毎年検査を実施する（通常検査と

フォローアップ検査を交互に実施）。フォロー
アップ検査では，個別監査業務に対する検証は
原則行わず，通常検査での指摘事項に対する改
善施策の運用状況等について検証する（検査に
代えて報告徴収により，改善に向けた取組を確

認する場合がある。）。
検査では，品質管理部門等による個別監査業
務に対するモニタリングの実施状況，被監査会
社において不適切な会計処理があった場合にお
ける監査の不備やその原因に係る事後検証およ
びその後の改善対応の実施状況などに着眼して
検証する。
②　準大手監査法人
上場会社監査の担い手としての役割が増大し
ていることに鑑み，３年ごとに実施していた検
査を，令和７事務年度からは２年ごとに実施す
る。
検査では，最高経営責任者を含む経営層によ
る監査の品質を重視する組織風土の醸成に向け
た取組の状況，品質管理部門と監査現場（事業
部等）との連携の状況，品質管理部門等による
個別監査業務に対するモニタリングの実施状況
に着眼して検証する。
③　中小規模監査事務所
協会の品質管理レビュー結果等を踏まえ，監
査事務所の品質管理態勢を早急に確認する必要
性を検討し，上場会社監査の担い手としての役
割が増大していることのほか，上場会社等監査
人登録制度が導入されたことに鑑み，中小規模
監査事務所に対する検査をより重視した運用を
行う。
検査では，法令・職業倫理を遵守する組織風
土の醸成に向けた取組，社員・職員の職業倫理，
独立性や法令等遵守に対する認識，監査調書の
管理（不適切な修正等の防止を含む。）の状況
などに着眼して検証する。

Ⅲ　監査事務所の運営状況

上場国内会社の会計監査人の異動状況をみる
と，令和６年６月期（令和５年７月から令和６
年６月まで）は200件となり，監査法人の合併
による変更（85件）を除いた異動件数（115件）
には減少傾向がみられる。一方，監査事務所の
規模別増減でみると，大手監査法人から準大手
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監査法人または中小規模監査事務所へと変更す
る傾向が続いている（図表４）。
上場国内会社は，会計監査人が異動する場合，

その旨をただちに開示しなければならず，異動
を行うこととした実質的な理由やその経緯を具
体的に開示することが求められている。
開示された異動理由をみると，監査報酬の増

額提示や，事業規模に適した監査対応と監査報
酬の相当性を理由とするケース，現任監査人の

継続監査期間の長期化を考慮して，他の監査法
人と比較検討した結果，異動に至ったとするケ
ースが多く，令和６年６月期においても同様の
理由が多い（図表５）。
令和５年６月期を対象に会計監査人の異動前
後における監査報酬の状況をみると，より規模
の大きい監査事務所への異動の場合には，監査
報酬は増加するケースが多い。同規模の監査事
務所への異動の場合には，約４割のケース（66
件中27件）で監査報酬が増加しているが，約４
割のケース（66件中29件）で監査報酬が減少し
ている。より規模の小さい監査事務所への異動
の場合には，約８割のケース（126件中99件）
で監査報酬が減少しており，特に，大手監査法
人から中小規模監査事務所への異動でみると，
約９割のケース（85件中74件）で監査報酬が減
少している。
公認会計士法の改正に伴う関連政府令により，
上場会社等の監査を行う監査法人等に対して，
「監査法人のガバナンス・コード」（以下「ガバ

〔図表４ 〕監査事務所の規模別の総増減の状況
（単位：件）

異動形態 R５年６月期 R６年６月期 増減
大手    → 大手 17 12 ▲５

→ 準大手 26 10 ▲16
→ 中小 85 40 ▲45

準大手 → 大手 ０ ５ ５
→ 準大手 １ ０ ▲１
→ 中小 17 11 ▲６

中小    → 大手 ５ ４ ▲１
→ 準大手 ４ ２ ▲２
→ 中小 49 31 ▲18
合計 204 115 ▲89

〔図表５〕上場国内会社の会計監査人の異動理由（単位：件）
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ナンス・コード」という。）に沿った業務を実
施する体制や充実した情報開示を行うための体
制の整備が義務づけられたことから，令和５年
３月，中小規模監査事務所における受入れにも
馴染む内容とすることなどを目的にガバナン
ス・コードが改訂された。
令和６年３月末時点において，大手・準大手

監査法人のすべてと中小監査法人のうち12法人
が，ガバナンス・コードの採用を表明している。
大手・準大手監査法人では，すべての原則を適
用しているが，中小監査法人では，すべての原
則を適用しているところは少なく，特に原則３
と原則５において指針を適用しないとするもの
がみられる。本レポートでは，原則３および原
則５の適用状況に規模によって差異がみられる
ことから，両原則に対する監査法人の取組状況
を分析している。
原則３における独立性を有する第三者（以下

「独立第三者」という。）の知見の十分な活用に
向けた取組に関し，大手監査法人では，監督・
評価機関の会議に独立第三者が参加することを
通じて情報提供を行って意見を受けている例や，
公益委員会等の独立機関の内部委員等を通じて
独立第三者へ情報提供を行って意見を受け，最
高経営責任者等と定期的に意見交換を行うため
の機会を設けている例がある。準大手監査法人
では，独立第三者に経営執行機関の会議に出席
する権限や資料要求の権限を付与するなど，必
要な情報提供の確保に留意している。中小監査
法人では，独立第三者に提供する情報の範囲や
出席を求める会議の範囲は各法人で異なってお
り，独立第三者の知見の活用の程度には，ばら
つきがみられる。
原則５における透明性の確保に向けた取組に

関し，大手監査法人では，ガバナンス・コード
の各原則の適用状況および監査の品質の向上に
向けた取組状況について，「監査品質に関する
報告書」等を年次で発行している。準大手監査
法人では，組織体制と品質管理の説明を中心と
した「監査品質に関する報告書」等を発行して

いるものの，大手監査法人より記載内容が簡略
になっているところが多い。中小監査法人では，
ガバナンス・コードの採用を表明している12法
人のうち９法人が「監査品質に関する報告書」
等を発行しているものの，準大手監査法人より
記載項目および内容が簡略になっている。

Ⅳ　監査をめぐる環境変化への対応

最近の監査をめぐる環境変化への対応として，
中小規模監査事務所をめぐる動向，会計監査に
関する最近の動向，サステナビリティの開示及
び保証の動向について記載している。
中小規模監査事務所をめぐる動向としては，
令和４年５月の公認会計士法の改正により「上
場会社等監査人登録制度」が導入され，上場会
社の監査を行う監査法人等の登録は，令和５年
４月１日以後，協会の「上場会社等監査人登録
審査会」で行われることとなり，登録上場会社
等監査人は情報開示等の体制整備が求められる
こととなった。
協会は，①上場会社等監査人登録制度の導入
に伴う品質管理レビューを通じた適格性の確認，
②中小規模監査事務所の情報開示の充実，③中
小規模監査事務所の基盤強化の支援という３つ
の観点から，中小規模監査事務所の監査を取り
巻く環境変化へ対応している。
会計監査に関する最近の動向としては，令和
５年11月に「金融商品取引法等の一部を改正す
る法律」が成立し，四半期報告書制度が廃止さ
れることとなり，東京証券取引所は，同月，会
計監査人による第１・第３四半期レビューは特
定の場合にのみ義務とする「四半期開示の見直
しに関する実務指針」を取りまとめ，令和６年
３月，有価証券上場規程等を改正した。企業会
計審議会は，同月，「四半期レビュー基準の期
中レビュー基準への改訂に係る意見書」におい
て，適正性に関する結論の表明に加え，準拠性
に関する結論の表明を導入することなどを公表
し，協会は，期中財務諸表に対するレビューの
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実務指針等を公表している。
サステナビリティの開示及び保証の動向とし

て，開示に関しては，令和５年１月に公表され
た「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の
改正により，令和５年３月31日以後終了する事
業年度の有価証券報告書等の「事業の状況」の
中に「サステナビリティに関する考え方及び取
組」という記載欄が新設され，会社は，「ガバ
ナンス」，「リスク管理」，「戦略」並びに「指標
及び目標」の記載のほか，人材育成に関する方
針と社内環境整備に関する方針，それらの方針
に関する指標の内容等の記載が求められた。開
示基準に関しては，サステナビリティ基準委員
会が「サステナビリティ開示の適用（案）」等
を公表しており，令和７年３月末までに確定基
準を公表する目標を示している。保証に関して
は，金融審議会の下に設置された「サステナビ

リティ情報の開示と保証のあり方に関するワー
キング・グループ」が議論を開始しており，大
手監査法人では，監査法人自体，あるいはグル
ープ会社が，サステナビリティ情報に関するア
ドバイザリー業務や任意の保証業務を行ってい
るほか，保証業務の推進に向けた部署を設置し
ているが，大手監査法人以外では，一部でプロ
ジェクト・チームを設定して情報収集等を行っ
ているものの，取組の度合いはまちまちである。

《お わ り に》

審査会では，本レポートおよび基本計画と同
時に，検査で把握した不備の事例やその原因を
詳述している「監査事務所検査結果事例集」も
公表しており，あわせてお読みいただければ幸
いである。
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